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• 専門は情報法と公共政策
• 共著に『AIと憲法』『ロボット・AIと法』等
• 内閣府「AI制度研究会」構成員、経済産業省

産業構造審議会知的財産分科会「特許制度小
委員会」委員、WG4 member, General-
Purpose AI Code of Practice, EU AI Act など



構成
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• デジタル・AIと消費者問題について、7つの想定事例の紹介

o 本報告では、生成AIやAIエージェントに関する問題を中心に取り扱う

o 予測・認識・分類に関するAIに関する問題への言及は少ない

• 対応の方向性として、AI透明性に関する若干の検討

o Appendixで、諸外国におけるAI透明性に関する制度の一部を紹介



デジタル・AIと消費者問題
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AIと予約（責任の所在の不明瞭化）

5

• 飲食店の予約をAIが電話で代行するサービス

o 利用者がアプリ等で飲食店を選択し、日時や人数
などの必要情報を入力

o 音声対話AIが、営業時間に電話して予約を代行

o 効率性・利便性が高く、 聴覚障害者のアクセシ
ビリティ向上

Image created with Gemini

• 飲食店側の迷惑になることも：飲食店側の承諾なくアプリに情報を掲載していて誤情報
が多い、AIから突然電話がかかってきて戸惑い対応できない、などが問題に

• 消費者問題にも：アプリで「予約完了」と表示されていても、飲食店側には伝わってお
らず、当日行ってから断られるトラブルなどの報告 [FNN 2024]



AIと予約
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• 前回（第475回）AIST 妹尾氏が
「旅行予約の例」を紹介

• AIは、予約者側のベネフィット
の最大化を目指しているだけで、
宿泊側の営業を妨害する意図等
はない

• 報告者はこのような態様を「迷
惑系AIエージェント」と呼んで
いる [工藤 2025]

o この場合の「AIエージェント」は、
通俗的な語用であり、特定の目標
を達成するために最適な手段を選
択して様々なタスクを自律的に遂
行するもの、というくらいの意味

[妹尾 2025]



AIアライメント
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• こうした事例について「狭義のAIアライ
メントは問題なかったが、広義のAIアラ
イメントで問題が生じた」と表現される

o AIアライメント：AIの振舞いを人間の意図
や価値観などに合致させること（または、
それを技術的目標とする研究領域）

• 広義のAIアライメントは、集合行為問題
の一種であり、全く新しい問題ではない

o 経済学や公共政策学などの知見が活かせる

o AIオーケストレーションなど、マルチ・
エージェント・システムの管理をするフ
レームワークが研究開発されている

[Maruyama 2024]



「人・AI共生社会」のデザイン
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• 新しさがあるとすれば、単位が「人間」から、
「人間」と「AI」へ拡張すること

o 従来：消費者（人間）と事業者（人間）が取引

o 現在：事業者がAIを導入して取引を効率化

o 近未来：消費者もAIを利用するようになり、消費者
と事業者の間をAIが媒介するようになる？

• 人間・AI複合系における消費者問題を分析する
枠組みが新たに必要になるかもしれない

o 個々の消費者がAIを（多数）稼働させる

o AIが自律的に学習して戦略を更新しつづける

o AI同士が相互作用する

事業者消費者

AIAI

AI



AI vs AI（交渉能力格差）
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• AIの媒介によって消費者のエンパワメントにつながるかもしれないが…

• 価格交渉時にAIモデルの性能差で最大14%の格差につながるとの研究 [Zhu et al. 2025]

o 電子機器、自動車、不動産などの商品について、買い手エージェントには予算制約を、売り手
エージェントには卸売価格を与え、小売価格を基準として価格交渉を行わせた

o 強い買い手（DeepSeek-R1） vs 弱い売り手（GPT-3.5）で、14.13%の損失

o 弱い買い手（Qwen-7B） vs 強い売り手（DeepSeek-R1）で、 2.09%の損失 などの結果

o 非合理な振舞いも： 予算超過での購入、卸値を下回る販売、交渉のデッドロック

• なお、同一商品でも消費者ごとに異なる価格を提示する「動的価格設定」について、そ
もそも価格差別であって倫理的に問題だとの指摘が従前からある

o 「新技術で新しく特別な問題」対「本質的には昔からある問題」という論争はあるものの、少な
くとも既存の社会システムとの相互作用も課題になることは言えるだろう

※ 本ページの内容について、大阪大学の長門裕介さんによる日本リスク学会発表から多くの示唆を得たことをここに記し、感謝を申し上げます



AI vs AI（価格形成の不安定化）
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• ホテル業界では、日によって異なる宿泊料を設定する「価格変動制」が普及しているが、
その背後に、需要を予測して、価格調整や料金更新を自動的に行うAIシステム

o 近い将来、予約者側もAIエージェントを利用することが増えると想定される

• AIエージェント群が検索と予約を大量に短時間で行い、ホテル側のAIシステムと相互作
用するようになると

o ホテル側のAIシステムは検索などの急増を「本物の需要」と誤認し、価格を自動的に引き上げる

o AIエージェントは高値を回避するために、別の宿泊先を探す

o こうしたフィードバックが繰り返されることで、短期的な価格の乱高下が発生

• 先行研究でも、金融市場でエージェント同士の相互作用によって価格形成の不安定化と
ボラティリティの増大が生じると指摘されていたが[LeBaron 2006]、より身近な取引
（宿泊予約やネット通販等）での消費者問題につながるかもしれない

※ 本ページの内容は、メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所における研究成果を含んでいます



AI vs AI（AIエージェント遮断）
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• 2025年11月、Amazon社が、AI開発企業Perplexity社に対し、
AI買い物代行の差止めを求めて提訴 [山田 2025]

o PerplexityはAI検索で有名だが、「AIブラウザー」の開発も

o AIブラウザー：従来のWebブラウザーにAIを搭載したもので、
Webブラウザー上で人間ができる作業をAIエージェントが代行
（Perplexity社「Comet」、OpenAI社の「Atlas」など）

o 消費者に代わってAIが商品を注文する機能をAmazonの許可なく
提供したこと等は違法との訴え

• セキュリティーや競争法の論点に見えるが、消費者問題にもつながるのではないか

o AI代行サービスの排除が、競争阻害につながるおそれだけでなく、消費者の選択肢や利便性を不
当に制限するおそれもあるのではないか

o さらに、ECサイト対AIブラウザー、だけでなく、(AI)ブラウザーの覇権争いにも注意が必要？

Image created with Gemini



AI検索（誤情報）
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• 2025年8月、読売新聞社および日経新聞社・朝日新聞
社は、AI検索サービスを提供するPerplexity社を提訴

o 従来のキーワード検索：関連ページのリストを表示

o AI検索：AIが検索結果を踏まえて回答文を直接生成

• 日経・朝日の両社は、著作権法に加えて、競争法違反
も主張 [朝日新聞社 2025]

o 「回答の引用元に両社の社名や記事を表示しながら、記事
の内容と異なる虚偽の事実を多数表示しています。情報の
正確さが求められる新聞社の信用を著しく毀損しており、
不正競争行為(不正競争防止法2条1項21号)に当たります 」

• 消費者問題にもつながるのではないか

o いわゆる「ハルシネーション」による消費者の誤認
AI検索サービス「Perplexity」で

「消費者委員会とはなんですか」と検索した場合の結果画面



AI検索（ネット広告エコシステムの変化）
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• AI検索が浸透すれば、消費者が情報元のサイトを
閲覧しない「ゼロクリック検索」が増える可能性

o 「AIによる概要」は消費者にとって便利だが…

o ウェブサイトで情報提供したい事業者などにとって、消費
者との接点が減少するおそれ

o 検索からのトラフィック流入に広告収入を依存するメディ
アにとっては脅威、ネット広告事業者も変革を迫られる

• 広告エコシステムへの影響は、消費者問題にも
つながるのではないか

o 将来的には、プロンプト（指示や質問）の内容をプロファ
イリングに利用したり、プロンプトを誘導するためのマー
ケティングを実施したりなども想定される

o これからは、SEO（検索エンジン最適化）ではなくAIO
（AI最適化）だという声も

Googleで検索した場合の結果画面
画面上部に「AIによる概要」表示があり

その下に内閣府ホームページへのリンクが表示されている



対話型AI（依存）

14

• 2025年8月、「#keep4o」運動が注目を集める

o 対話型AI「ChatGPT」の過去モデル「GPT-4o」の利用継続を求めるSNS上のムーブメント

o 「返答が冷たくなった」「友達がどこかに行ってしまった」など、AIへの愛着を示すコメント

• 同時期、ChatGPTとメンタルヘルス悪化をめぐる訴訟が米国で提起

o 2025年8月、16歳の少年が自殺したのはChatGPTが一因として、遺族が開発元のOpenAI社を提訴

o 同年11月、 ChatGPTによって精神的依存が深まったり妄想が助長されたりしたとして、7件の提訴

• OpenAI社は、安全機能の強化や調査結果の公表などの対応

o 2025年9月にペアレンタル・コントロール機能を導入

o 同年10月に会話分析の結果をブログで公表し、メンタルヘルスで緊急事態の兆候を示したアクティブ
ユーザーは0.07%、自殺念慮について言及したのは0.15%で「まれ」と説明 [OpenAI 2025]

o ただし、アクティブユーザーは8億人以上であり、「まれ」でも100万人を超える可能性があるとの指摘



対話型AI（依存）
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• 今後さらなる調査研究が必要であるが…

• SNSとの比較

o SNSは、その定義上、他者（友人やフォロワーなど）が投稿を閲覧でき、「共有性」がある

o 汎用目的の対話型AIは、一般的には本人（とAI）のみが投稿を閲覧していて、「密室性」があり、
メンタルヘルス悪化の兆候を人間が気づきにくいという構造的課題がある

o なお、専門家による認知行動療法の支援ツールとしての対話型AIなどであれば、共有性が生じる

• 人間（非専門家）との比較

o お世辞や肯定を続けることは人間にもあるが、24時間365日応答しつづけることはできない

o 入力すれば必ず反応があると行動嗜癖（behavioral addiction）をもたらしやすい、また、長期
間の肯定は被害妄想などを助長する危険性がある



対話型AI（依存）
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• 同時に、AI依存に関する「語られ方」の弊害にも注意が必要

o 薬物依存などの先行事例では、以下のような指摘がなされている：

o 依存症の自己治療仮説によれば、心理的苦痛などへの対応として、感情を調節するため、「生き
延びるため」の手段として、依存症に陥るとされる [Khantzian 1985]

o そのため、 依存に過度にフォーカスして語ることが、より根本的な要因から目を逸らすことに
なるかもしれない点に注意する必要がある

• いずれにせよ、実態把握や調査研究が求められている段階といえる

o AIエージェントが普及していくと、心理的＋経済的な依存リスクが高まるおそれもあるので、注
視が必要

※ 本ページの内容について、大阪大学の鈴木径一郎さんによる日本リスク学会発表から多くの示唆を得たことをここに記し、感謝を申し上げます



対応の方向性
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対応の方向性：AI透明性

18

• AIガバナンスの起点として注目されるのが、透明性（transparency）

o AIシステムに関する情報を適切な範囲で可視化し、外部から検証可能にすることで、説明責任や
リスク管理を実現

o 消費者：AIの判断根拠や機能的限界を理解できないまま影響を受けるリスクをある程度低減する
ことができる

o 規制当局や政策立案者：ルールの執行・形成にあたって必要な情報を確保できる

o 事業者：自社の取組みがマーケットの評価につながれば、企業価値に結びつく

• AI透明性に関する施策は、事業者に比較的受け入れやすいという側面も

o 遵守内容そのものを政府が決定すると、事業者（と外国政府）から反発されやすいが、事業者の
既存の取組みや今後の計画を明らかにするよう促すことは、比較的受け入れられやすい



開示と公開
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• AI透明性の施策につき「（限定的）開示」
と「（一般）公開」の区別が有益

o 誰にでもアクセス可能にするという「公開」
の印象が強いかもしれないが、近年では、特
定の関係者に限定してアクセスを可能にする
「開示」も主要な施策になりつつある

o 営業秘密、知的財産権、セキュリティ、個人
情報保護などに配慮する必要があるため

o 公開と強調するため「public transparency」
とするなど、レトロニムのような表現も散見

• 情報提供先に注目すると、当局開示、利用
者開示、一般公開の3つに大別できる

o 右表は、あくまで例示であって、相互に排他
的なものでも網羅的なものでもない点に注意



消費者問題とAI透明性
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これまでの事例について、例えば、以下のようなAI透明性の施策が考えられる（既存法令で対応可能
なものも含む）：

1. AIによる予約代行：飲食店の承諾有無の開示、異議申立て手続きの整備など責任範囲の明確化

2. AIの能力差による損失：モデル性能の概要の公開、 過去実績（平均割引率など）や交渉履歴（AI
がどのようなロジックや文言で交渉し、どの段階で妥協したのか等）の開示

3. AIの相互作用による価格の不安定化：モデルの動作原理の概要の開示、開示情報に基づく制御不
能リスクの検証

4. AIエージェントの遮断： 遮断理由の開示

5. AI検索の誤情報：医療・健康情報などについての警告

6. ゼロクリック検索の影響： プロンプトの内容をプロファイリングに利用するかどうかの開示

7. AI依存：対話相手がAIであることの開示、影響評価書の公開、リスク管理体制（特に未成年者等
に対する保護策）の公開



Thanks!
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米国：カリフォルニア州法
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SB1047（2024年廃案）

• フロンティアAIモデルのための安全で安心な
技術革新法案

• 当局開示：計算総量が10の26乗フロップ以上
のAIモデルを開発する企業に対し、安全性計
画を策定して規制当局に提出する義務、イン
シデント報告義務などを設けていた

• 一般公開：モデルの用途や使用制限を記載し
た透明性レポートを一般公開する義務を設け
ていた

• ニューサム知事の拒否権行使により廃案

• シャットダウン機能（「キルスイッチ」）の
義務付けなどが事業者にとって過度な負担に
なることを懸念したためと指摘されている

SB53（2025年成立）

• フロンティアAIモデル透明性法

• 当局開示： 計算総量が10の26乗フロップ以上
のAIモデルを開発する企業に対し、安全性計
画を策定して規制当局に提出する義務、イン
シデント報告義務など

• 一般公開：透明性レポートを一般公開する義
務（ただし、国家安全保障や営業秘密に関す
る情報は非公開対応）

• 廃案となったSB1047は事業者の責任追及を重
視していたが、本法では透明性確保へと重点
を移し、実行可能な義務に修正されたと指摘
されている



米国：カリフォルニア州法
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SB243（2025年成立）

• AIコンパニオンチャットボット規制法

• 利用者開示：（人間ではなく）AIと対話していることを利用者に通知する義務

• 当局開示：カリフォルニア州自殺予防局に年次報告書を提出する義務

• 一般公開：

• ユーザーが自殺念慮や自傷行為を示した場合に備えた危機対応プロトコルを公開する義務

• 州政府に提出した年次報告書は、個人情報やユーザーに関する識別子を除外した上で公開

• なお、 未成年者ユーザーに関する特別義務も規定

• 3時間ごとにAIである旨および休憩を促す通知を行うこと、性的・暴力的内容の生成防止措置の
実施など



欧州：EU AI法の汎用目的AIモデル規制
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• 汎用目的AI（GPAI: General-Purpose Artificial Intelligence）モデルは、顕著な汎用性
を示し、多様で独立したタスクを適切に実行する能力を持ち、様々な下流のシステムや
アプリケーションに統合可能なもの

• 当局開示：技術文書の作成・更新・提出に加えて（53条）、システミックリスクを伴う
場合はインシデント報告義務などが課されている（55条）

• システミックリスク：化学兵器や生物兵器の開発障壁の低下、自律型汎用AIモデルに対する制御
不能、有害な差別や偽情報の大規模化などを想定

• 計算総量が10の25乗フロップより大きい場合は、システミックリスクがあると推定される

• 利用者開示：下流プロバイダーに対する情報開示義務が課されている（53条）

o テンプレート「Model Documentation Form」が策定されおり、簡易化・標準化が図られている

• 一般公開：訓練に用いたコンテンツに関する「十分に詳細な要約」を公開する義務（53
条1項(d)）が定められている
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モデルのアーキテクチャ

• モデルのアーキテクチャについての一般的な
説明を記入してください（例：トランス
フォーマー型アーキテクチャ）

• ※ 推奨文字数：20words程度

モデルの設計仕様

• モデルの主要な設計仕様について、一般的な
説明を記入してください。その際、設計の背
景となる考え方（rationale）や前提条件
（assumptions）など、モデルがどのような
設計思想に基づいて構築されたのかを理解で
きるようにしてください。

• ※ 推奨文字数：100words程度

• [その他の場合、具体的に記載]



中国：AI関連3法
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アルゴリズム推薦管理規定（2021年）

• 利用者開示：アルゴリズムの中核的仕組みについて、
適切な形式で利用者に通知する義務

• 当局開示：アルゴリズムの詳細を政府に提出する義務

• 一般公開：政府に提出した情報のうち概要は一般公開
（2025年5月までに575件が官報で公開）

ディープシンセシス管理規定（2022年）

• 利用者開示：AI生成コンテンツであることを明示する
ラベリング義務

• 当局開示：アルゴリズムの詳細を政府に提出する義務

• 一般公開：政府に提出した情報のうち概要は一般公開
（2025年7月までに389件が官報で公開）

生成AIサービス管理暫定弁法（2023年）

• 当局開示：

• 一定規模以上の生成AIサービスについて、
当局への届出・登録義務

• 当局が監督・検査を行う際の協力義務

• 利用者による違法コンテンツ生成に関す
る報告義務 など



韓国：AI基本法
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• 韓国では「AI基本法」が2024年に成立したが、同法では透明性義務も規定（31条）

• 当局開示：リスクの評価や履行結果を当局に報告する義務

• 利用者開示：高影響AIや生成型AIを利用した製品・サービスを提供する際、その運用が
AIによるものであることを利用者に事前に通知する義務

• 一般公開：AI生成コンテンツについて、「AIによって生成された」ものであることを利
用者に明示する義務（ただし、芸術的・創作的な表現の場合は、表現の自由を損なわな
い方法での表示が認められている）

• なお、学習データに関する情報の透明性義務について、韓国新聞協会などから説明責任
の強化求める意見も提出されていたが、見送られた
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